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“障がい者自立支援制度”の利用者負担が一部変わりました





◆　平成２２年４月より、低所得（市町村民税非課税世帯）の方の障がい福祉サービス、障がい児施設、補装具の利用者負担が無料になりました。





※「軽減措置一覧」はP２をご覧ください。


※詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。





利用者負担の見直しのポイント














■低所得（市町村民税非課税世帯）の方の、次の①～③に係る利用者


負担が無料になりました。


①　障がい福祉サービス　（療養介護医療を除く）


②　障がい児施設支援　（障がい児施設医療を除く）


③　補装具











Ａ１：平成２２年４月から、低所得の方の障がい福祉サービスに係る利用者負担が無料となりますが、その分によって補足給付の額が減ることのないように算出されます。











Ａ２：療養介護及び障がい児施設（医療型）の利用者負担では、「福祉部分」・「医療費部分」「食事療養」のうち、「福祉部分」が無料となりました。ただし、「医療費部分」・「食事療養」の利用者負担は、これまでどおりです。（算出方法は変更ありません。）





Ｑ１：施設に入所している方への食費等の補助（補足給付）の額は、


どうなるのでしょうか。





Ｑ２：療養介護及び障がい児施設（医療型）の利用者負担の場合では、


どうなるのでしょうか。
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原則





同一人、同一世帯内における障がい福祉サービス・介護保険サービスの


利用者負担合算額が負担上限月額を超えないよう負担額を軽減


（介護保険サービスが合算されるのは、課税世帯のみ）





対象は「すべての所得区分」の方


・地域で養育する世帯において通常かかる程度の負担となるよう設定





対象は「生活保護・低所得」の方


・利用者負担と食費等の負担をしても手元に2.5～3.0万円が残るよう設定


※工賃について一定の控除（年間28.8万円まで）がありま　


　 す





サービス費用の１割負担





食費・光熱水費の実費負担





施設入所サービス利用者


（２０歳以上）





グループホーム・


ケアホーム


利用者





施設入所サービス利用者


（２０歳未満）（※）





高額障がい福祉サービス費








補


足


給


付








サービス費用を負担することにより生活保護の対象となる場合は、


生活保護の対象とならない額まで上限額等を引下げ





生活保護減免





対象は「生活保護・低所得・一般(大人の場合で所得割16万円未満、障がい児の場合で所得割28万円未満）」の方


月額5,060円


(食材費相当230円×22日)


（金額は例示です）








軽減措置








補


足


給


付





通所サービス


利用者


（☆）





在宅サービス利用者


（☆）





障　が　い　福　祉　サ　ー　ビ　ス　費　用





食費・


光熱水費














生活保護�
生活保護受給�
０円�
�
低所得�
市町村民税非課税�
�
�
一般１�
市町村民税課税


�
居宅で生活する障がい者（☆）で所得割１６万円未満





２０歳未満の施設入所サービス利用者（※）で所得割２８万円未満�
９，３００円�
�
�
�
居宅で生活する障がい児（☆）で所得割２８万円未満�
４，６００円�
�
一般２�
�
「一般１」以外の方�
３７，２００円�
�






負担上限月額　所得段階に応じて負担上限月額を設定





収入の確認


・給与所得控除後の金額等


・障がい基礎年金


・特別児童扶養手当等





所得を判断する範囲


【障がい者】障がい者本人を基本とし配偶者がいる場合は


本人＋配偶者の所得


【障がい児】障がい児が属する世帯の生計維持者の所得





障がい者自立支援制度の利用者負担軽減措置一覧（平成22年４月現在）
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★施設入所で20歳未満の方は、下の「障がい児の場合」の内容になります。





負担額の例（障がい者の場合）





低所得


（市町村民税非課税で年収８０万円以下）





）





低所得


（市町村民税非課税で年収８０万円超）





一般世帯


（市町村民税所得割


１６万円未満）





一般世帯


（市町村民税所得割


１６万円以上）








施設


入所�
定率負担�
0円�
0円�
(※1)19,200円�
(※1)19,200円�
�
�
食 費 等�
41,000円�
46,500円�
58,000円�
58,000円�
�
�
合    計�
41,000円�
46,500円�
(※1)77,200円�
(※1)77,200円�
�
�
�
通所�
定率負担�
0円�
0円�
 9,300円�
(※2)14,900円�
�
�
食 費 �
5,060円�
5,060円�
 5,060円�
14,300円�
�
�
合　  計�
5,060円�
5,060円�
14,360円�
(※2)29,200円�
�
�
�
ホームヘルプ�
0円�
0円�
 9,300円�
(※3)24,000円�
�



(注)　上記は、負担上限月額を例示したものです。


　     「施設入所の食費等」は、補足給付後の負担額を例示しています。


実際の食費等に係る負担の額は施設により設定されます。


　　　　(※1)「施設入所」については、事業費を約19.2万円の場合として計算しています。


　　　　(※2)「通所」については、事業費を約14.9万円の場合として計算しています。


  　　　(※3)「ホームヘルプ」については、事業費を約24万円（月150時間の利用＜重度訪問介護の例＞）の場合として計算しています。





負担額の例（障がい児の場合）





一般世帯


（市町村民税所得割


２８万円未満）





一般世帯


（市町村民税所得割


２８万円以上）








低所得


（市町村民税非課税）





施設


入所�
定率負担�
0円�
(※1)9,300円�
(※1)18,600円�
�
�
食 費 等�
1,000円�
1,000円�
26,400円�
�
�
合    計�
1,000円�
(※1)10,300円�
(※1)45,000円�
�
通所�
定率負担�
0円�
4,600円�
(※2)14,400円�
�
�
食 費 �
1,540円�
5,060円�
14,300円�
�
�
合　  計�
1,540円�
9,660円�
(※2)28,700円�
�
ホームヘルプ�
0円�
4,600円�
(※2)5,000円�
�



(注)　上記は、負担上限額を例示したものです。


　     　「施設入所の食費等」は、補足給付後の負担額を例示しています。


実際の食費等に係る負担の額は施設により設定されます。


　　　(※1)「施設入所」については、事業費を約18.6万円の場合として計算しています。


　　　(※2)「通所」については、事業費を約14.4万円の場合として、「ホームヘルプ」については、事業費を約5万円の場合として計算しています。
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障がい福祉室　平成２２年発行





市　町　村　窓　口　一　覧





名        称�
電話番号�
�
名        称�
電話番号�
�
大阪市障害福祉企画担当�
06-6208-8082�
�
箕面市福祉事務所�
 072-727-9506�
�
堺市障害福祉課�
 072-228-7818�
�
 柏原市福祉事務所�
 072-972-1501�
�
 高槻市障害福祉課�
 072-674-7164�
�
 羽曳野市福祉事務所�
 072-958-1111�
�
 東大阪市障害者支援室�
 06-4309-3183�
�
 門真市福祉事務所�
 06-6902-6154�
�
 岸和田市福祉事務所�
 072-423-9469�
�
 摂津市福祉事務所�
 06-6383-1111�
�
 豊中市福祉事務所�
 06-6858-2266�
�
 高石市福祉事務所�
 072-265-1001�
�
 池田市福祉事務所�
 072-754-6255�
�
 藤井寺市福祉事務所�
 072-939-1106�
�
 吹田市福祉事務所�
 06-6384-1231�
�
 泉南市福祉事務所�
 072-483-8252�
�
 泉大津市社会福祉事務所�
 0725-33-1131�
�
 四條畷市福祉事務所�
 072-877-2121�
�
 貝塚市福祉事務所�
 072-433-7012�
�
 交野市福祉事務所�
 072-893-6400�
�
 守口市福祉事務所�
 06-6992-1630�
�
 大阪狭山市福祉事務所�
 072-366-0011�
�
 枚方市福祉事務所�
 072-841-1221�
�
 阪南市福祉事務所�
 072-471-5678�
�
 茨木市福祉事務所�
 072-620-1636�
�
 島本町福祉事務所�
 075-962-7460�
�
 八尾市福祉事務所�
 072-924-3838�
�
 豊能町高齢障害福祉課�
 072-739-3421�
�
 泉佐野市福祉事務所�
 072-463-1212�
�
 能勢町住民福祉課�
 072-734-0157�
�
 富田林市福祉事務所�
 0721-25-1000�
�
 忠岡町いきがい支援課�
 0725-22-1122�
�
 寝屋川市福祉事務所�
 072-824-1181�
�
 熊取町福祉課�
 072-452-1001�
�
 河内長野市福祉事務所�
 0721-53-1111�
�
 田尻町福祉課�
 072-466-8813�
�
 松原市福祉事務所�
 072-334-1550�
�
 岬町地域福祉課�
 072-492-2700�
�
大東市福祉事務所�
 072-870-9630�
�
 太子町福祉室�
 0721-98-5519�
�
和泉市福祉事務所�
 0725-41-1551�
�
 河南町高齢障がい福祉課�
 0721-93-2500�
�
�
�
�
 千早赤阪村健康福祉課�
 0721-72-0081�
�






お問い合わせについて





ご不明なところがありましたら、お住まいの市町村窓口や大阪府までお問い合わせください。





  お住まいの各市町村障がい福祉担当窓口　または


大阪府 福祉部 障がい福祉室 障がい福祉企画課 企画グループ


電  話 06-6941-0351（内線 2481、4145）


ＦＡＸ 06-6942-7215


ホームページ � HYPERLINK "http://www.pref.osaka.jp/shogaifukushi/" ��http://www.pref.osaka.jp/keikakusuishin/jiritushien/�
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